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長野県告示第228号

　事務処理規則（昭和39年長野県規則第５号）の規定に基づき、令和４年度において建設事務所長に交付の権限を委任する

補助金等を次のとおり指定します。

　　令和４年４月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

　信州健康ゼロエネ住宅助成金交付要綱（令和４年４月15日付け４建住第92号建設部長通知）の規定に基づく補助金

人　事　課

長野県告示第229号

　長野県県税条例（昭和25年長野県条例第41号。以下「条例」という。）第11条第１項の規定により、条例第69条の 13第１

項第２号に掲げる自動車の同条第２項の規定による自動車税の種別割（条例第69条の 10第２項に規定する証紙徴収の方法に

よるものを除く。）の減免に係る申請（その期限が令和４年４月１日から同年６月29日までの間に到来するものに限る。）に

ついては、その期限を令和４年６月30日とします。

　　令和４年４月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

税　務　課
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道路管理課

長野県告示第230号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計画を変更し

ましたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示し、当該都市計画の図書

を公衆の縦覧に供します。

　　令和４年４月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画の種類及び名称

　　長野都市計画一団地の官公庁施設

２　都市計画を定める土地の区域

　　平成27年長野県告示第80号の区域

３　縦覧場所

　　長野県建設部都市・まちづくり課及び長野市役所

都市・まちづくり課

長野県飯田建設事務所告示第10号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年５月23日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和４年４月28日

	 長野県飯田建設事務所長　太　田　茂　登　

１　道路の種類　　県道

２		路		線		名　　粟野御供線

３　道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

下伊那郡阿南町字富草6505番の１地先から
下伊那郡阿南町字富草6524番の 1地先まで

旧

ｍ

5.3 ～ 11.6

Km

0.0318

4.1 ～ 9.6 0.0284

同　　　　　上 新 5.3 ～ 11.6 0.0318

長野県告示第231号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、県営住宅を退去した者の家賃、駐車場使用料及

び県営住宅目的外使用料の収納の事務を次のとおり委託しました。

　　令和４年４月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

受託者

氏　　　　名 住　　　　　　　　所 委　託　期　間

弁護士法人ブレイン
ハート法律事務所

東京都千代田区丸の内三丁目４番１
号　新国際ビル４階

令和４年４月１日から
令和５年３月31日まで

建築住宅課公営住宅室
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長野県安曇野建設事務所告示第２号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年５月23日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県安曇野建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和４年４月28日

	 長野県安曇野建設事務所長　唐　澤　則　夫　

１　道路の種類　　県道

２　路		線		名　　安曇野インター堀金線

３		道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

安曇野市豊科田沢6164番の５地先から
安曇野市豊科南穂高1230番地先まで

旧

ｍ

12.5 ～ 14.5

Km

0.1902

同　　　　　上 新 12.5 ～ 17.9 0.1902

道路管理課

長野県北信建設事務所告示第７号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年５月23日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県北信建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和４年４月28日

	 長野県北信建設事務所長　関　　　克　浩

１　道路の種類　　県道

２　路		線		名　　箕作飯山線

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

下水内郡栄村大字堺字町浦1287番の１地先から
下水内郡栄村大字堺字町浦1284番地先まで

旧

ｍ

8.5 ～ 8.5

Km

0.1000

同　　　　　上 新

8.5 ～ 8.5 0.1000

8.5 ～ 18.7 0.1171

道路管理課

長野県伊那建設事務所告示第３号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年５月23日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県伊那建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和４年４月28日

	 長野県伊那建設事務所長　石　田　良　成　

１　路　　　線　　　名　　153号

２　供用を開始する区間

　　伊那市野底8361番の２地先から

　　伊那市福島449番地先まで

３　供用を開始する期日　　令和４年４月29日

道路管理課
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長野県安曇野建設事務所告示第３号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年５月23日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県安曇野建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和４年４月28日

	 長野県安曇野建設事務所長　唐　澤　則　夫

１　路　　　線　　　名　　安曇野インター堀金線

２　供用を開始する区間

　　安曇野市豊科田沢6164番の５地先から

　　安曇野市豊科南穂高1230番地先まで

３　供用を開始する期日　　令和４年４月28日

道路管理課

公告

　次のとおり随意契約の相手方を決定しました。

　　令和４年４月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　令和４年度税務電算システム保守運用業務　一式

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県総務部税務課

　(2)	所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和４年３月29日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　(1)	名　称　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

　(2)	所在地　東京都江東区豊洲三丁目３番３号

５　随意契約に係る契約金額

　　101,620,200円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約の理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１項第２号

税　務　課

公告

　クリーニング師試験を次のとおり行います。

　　令和４年４月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　試験の期日及び場所

　(1)	期日

　　　令和４年（2022年）10月25日（火）　

　(2)	場所

　　	【学科試験】

　　　長野市内（会場は受験票により別途、通知します。）

　　	【技能試験】

　　　長野保健福祉事務所　長野県長野市大字中御所字岡田町98－１


